
　住民基本台帳法第１１条第３項及び第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
第３条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

閲覧申出者

閲覧委託者

自衛隊秋田地方協力本部

秋田募集案内所長

（株）アキタネット

秋田県知事　

（株）北都情報システムズ

秋田県総務企画部長　

（株）アキタネット

秋田県知事

秋田県生涯学習センター

秋田県生涯学習センター所長

（社）中央調査社

内閣府大臣官房政府広報室

平成１９年１１月１日～平成２０年１０月３１日

２０歳以上の男女　１０名

１８～８０歳の男女　７名

２０歳以上の男女　１５名

閲覧に係る住民の範囲

２０歳以上の男女　１６名

２０歳以上の男女　１６名

１７歳の男女　５５名自衛官募集事務

地域振興局再編アクションプラ
ンに関する県民アンケート調査

消費者行政の推進に関する世論
調査

子育て支援と教育充実に関する
県民アンケート調査

生涯学習ボランティアの在り方
に関する研究調査

6

閲覧年月日

平成20年7月29日

平成20年8月27日

平成20年10月1日

3

4

5

2 平成20年1月16日

平成20年5月12日

利用目的の概要

住　民　基　本　台　帳　の　閲　覧　状　況

ＮＯ

1 平成19年12月3日

平成２０年度県民意識調査


